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(浮世草子)2)
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(井原西鶴:1642-1693, ) 

(好色一代男) (1682) . (仮名草子)

, 

.3) 

, (町人:

)

 2) (上方) 
.

 3) 神保五弥他校注, 日本古典文学全集37 仮名草子集、浮世草子集 解説, 
小学館, 1971. pp.7-19. 岸得蔵 仮名草子とは、文学史的にいうと、室町
時代の御伽草子のあとをうけて、西鶴の浮世草子に至るまでの、江戸
時代初期約八十年の間に著作・刊行された物語・草子類をさす。 中
略 仮名草子というのは、漢籍・仏典などの漢文で書かれた本に対し
て、仮名本位のやさしい読物の意であり、文学的内容に則しての名称
ではない。（中略）仮名草子は概して文芸生の未熟な作が多かった
が、その八十年間にわたる歳月の蓄積は、次に来る本格的な近世小説
浮世草子以下各種の散文文学の開花のエネルギーの源であったのであ
る。
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(好色物) . (町
人物) .4) 

(日本永代蔵) (1688)

(致富) , 

.5) 

(江島其磧:1666-1735, ) (気
質物)6) , 

. 

 4) 暉峻康隆, 西鶴新論 , 中央公論社, 1981, pp.329-344. ことに 永代蔵
は、第二義的な消費的、享楽的な面に階級の存在意義を追求しようと
した町人物の第一作であるという意味において、そのしめる位置は大
きい。（中略）西鶴の創作態度は、文学思潮や文学評論や外国文学や
出版ジャーナリズムの影響や要求のもとに執筆しつつある近代作家の
場合とちがって、きわめて恣意的であり、かつ思想よりも現実（素
材）そのものに憑かれて筆をとっている場合が多い。だから彼は、ま
ず何よりも描くことによって変化し成長するというタイプの、素朴な
リアリストである。（中略）これは西鶴が、『一代男』では故意に目
をそらした遊里の否定的条件に対して、目をひらきはじめたというこ
とである。

 5) 麻生磯次・冨士昭雄訳注, 対訳西鶴全集 21 日本永代蔵 , 明治書院, 
1984, p.212. このように 日本永代蔵 には、町人の勤勉・節倹・才覚に
よって産をなした話が少なくない。（中略）人間が真剣に金銭に取り
組む姿を描いた作品である。理想よりも現実を重んじた西鶴が、こう
いう作品を産み出したのは当然のことであった。（中略）とにかく本
書の出る前には、金を主題とした作品はなかった。本書を出発点とし
て、次々にいわゆる町人物が現れたのである。町人文学の源流をなし
たという点からいっても、特筆さるべき作品といわなければならな
い。

 6) , 
, . 

(氣質) , 日本古典文学全集37 仮名草子集、浮世草子集
(p.342.) , , , 

. 
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(商人軍配団) (1712)

(渡世商軍談) (1713), (商人家職訓) (1722), 

(世間手代気質) (1730) . 

, ,7) , (富)

(天運) , , 
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 7) , (江島其磧) (蓄財) (小考)-
(正徳期) , 88 , 2011, pp.81-92. 

 8) , (江戸) (小考)- (江島其磧)
- , 46 , 2014, pp.169-186.

 9) , (商家)
, (番頭), (丁稚)

.  
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(長谷川強) . 

, 

1 1 2 2 (豊臣秀吉)

(太閤記) (時
代物: ) .10) 

, “

.(本書は町人物として見ても現實の
町人生活を反映するものではないであろう。)”11)

. 

, , 

. 

. , 

.

(1716-1745) . 

8 (徳川吉宗)

, 3 12) . 

10) 長谷川強, 浮世草子の研究 櫻楓社, 1969. pp.478-481. 
11) , p.481.
12) (寛政の改革:1787-1793), (天保の改革 1830- 

1843) .
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享保6 4月, 2088. 細工人共　町々　人形屋共
右之者共、菖蒲甲鑓長刀彩色之儀幷人形無用之旨申渡候所、

右之類最早仕込置候故、及難儀候段左様ニも可有之事ニ候、こ
しらへ置候分は勝手次第商売可致候、新規仕候儀は最前可為定
之通候、尤来年よりは此度相触候通、急度可相守候、若相背候
もの有之候はば、吟味之上家職取上にて可有之候、四月13)

6(1721) 4 , 2088. , 

, , 

, 

. , 

, 

,  

. 4 .

享保9 2月, 2101. 

米穀去年より段々下直ニ候所、其外諸色之値段高直ニ付、諸
人及難儀候、酒酢醤油味噌類は米穀を以造り出し候物に候へ
ば、米値段に可准儀勿論に候、（中略）諸物之値段も米ニ准
じ、下直ニ可売出道理候、（中略）当年に至りても前々之値段
之位を以致商売候ば、過分之利徳を心かけ候ての事ニ候条、此
以後値段引下ヶ可申候、14)

9(1724) 2 , 2101.

. , , , , 

13) 司法省藏版法制史學會編, 徳川禁令考 前集第5卷, 創文社, 1959, p.1016. 
. 

14) , pp.1022-1023.
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 京都大坂諸法度 元和8 8月
諸商売之事、右諸国商人交易の自由之儀、諸人の要用也。15)

 8(1622) 8

, 

.

明暦3 2039 

一. 呉服屋　糸屋　綿屋　絹屋　物之本屋　紙屋　扇子屋　両替屋　鮫屋　
薬屋　材木屋　竹屋　釘屋　槙屋　米屋　酒屋　肴屋　革屋　石屋　塗物屋
此外諸商売人中ヶ間一同之申合を仕置候ニ付、新規之商売人

中ヶ間え入候者ハ、或大分之礼金或は過分之振舞為致候故、商
売新規に企候者迷惑仕候、其上商物時としてしめうり致候由
内々相聞候、幷町中明棚有之所家主才覚を以棚借付候得は、
中ヶ間之者一味仕、其棚ニ障を申、棚仲間と相対無之者二ハ棚
からせ不申候故、家主迷惑仕由其聞候、自今以後、一同之申合
停止之事、16)

15) 司法省藏版法制史學會編, 徳川禁令考 前集第6卷, 創文社, 1959, p.1. 



3(1657) 2039 

. , , , , , , , 

, , , , , , 

, , , , , , 

( ) 

, 

. , 

, 

. . 

 一. 材木問屋　米問屋　薪問屋　炭問屋　竹問屋　油問屋　鹽問屋　茶
問屋　酒醤油問屋
此外諸問屋是又一同仕、他国より参候船商人問屋え不着、す

くに荷物売払候得は、其船之人重て問屋え不着候故、旅人迷惑
致之由其聞候、且旅人之勝手且ハ諸人之甘旁ニ候間、向後は船
商人心次第ニ商売可為致候、一味之申合堅停止之事、
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16) , 徳川禁令考 前集第5卷, p.1000. 
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,17) 

17 , 18 5

(徳川綱吉:1646-1709) .18) 

1720 , , , 

,19) 

, 

. 18 , 

. , 

(萩生徂来:1666-1728) 1726

(政談)

, . 

とくに上下の困窮から、世の中の乱れが発生したという点
は、昔も今も同じであるから、困窮が生ずる原因を、まず第一
に研究しなくてはならない。困窮を救う方法として、べつに奇
妙な術があるわけでなく、ただ古代の聖人のやり方の中で、今
の世に欠ていることがある。それを見つけ出して、現状を改善
するのが何よりの方法である。(中略)しかし天下を支配してお

17) , 徳川禁令考 前集第5卷, p.1014. 正徳3(1713) 5月, 2083, 一 女之衣
類、自今以後、小袖之表一つに就て◯上之御用之物は其代銀五百目を
限り、万石以上之用之物は四百目を限り、其余は三百目を限り、それ
より高直の物一切に商売すべからざる事、

18) 石井良助編, 近世法制史料叢書第2 御當家令條:律令要略 , 弘文堂書房, 
1939, pp.146-147. 商売の輩、諸色一所に買置、しめうり仕べからず。
併申合、諸事高直にいたすべからざる事

19) . , 徳川禁令考 前集第5卷, 
p.231. 享保六年(1721) 諸商人諸職人仲ヶ間を究め月行事を相定候事 覚 
一　 呉服道具書物類ハ不及申、諸商売物菓子類にても新規ニ巧出し候
事、自今以後堅停止たり、若無拠子細有之ハ、役所江訴出、ゆるしを
受可仕出事、一 商物之内、古来之通にて事済候処、近年色品を替、物
数寄ニ而仕出し候類ハ、追而遂吟味、停止可申付候間、兼々其旨可相
心得事、以上 閏七月



られるからには、日本国中はみな将軍様の領地である。何もか
もみな必要なものは直接にお用いになればよろしいのであっ
て、買い上げるということはないはずである。(中略) 結局は値
段も商人の言いなりになって、いくら高価でも急に必要な場合
には間に合わせなければならない。これもみな武家が旅宿の境
遇にあるからである。20)

, . 

, 

. 

. ( ) 

. 

, 

. ( ) 

. 

. 

職人や商人がまた例の手癖を出し、利益を上げようとたくら
むであろうから、その点の処置も講じておく必要があるだろ
う。（中略）すべて商人というのは、高利むさぼって世渡りす
るものであるから、現在でも一夜で分限者になったり、また一
日の間に潰れたりもするがこれももともと生活の根拠が不安定
であるからである。（中略）だから商人がつぶれることは、全
くきにかける必要はない。21)

, . 

( )  

, 

, . ( ) 

.

20)尾藤正英, 萩生徂来 政談 , 講談社, 2013, pp.90-93.
21) , pp.147-152.
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龍のよく雲に昇るは其鱗たて髪あるにより鶴のよく天に翔(か
け)るはその羽翅(つばさ)あるによれり。其身家業に賢くとも助
る手代(てがは)りなくして独撃鼓(ひとりうつつづみ)は鳴ず。ね
をよく出して商物の利を得るはその家の手代の働き一つぞか
し。手代又旦那になれば又其手代、年功を積て旦那になれり。
次第送りの旦那に成て我を抱し主人の心を弁て恩を知るべし。
手代の出世は己が勤にあり。私欲を専に心がける者は旦那の果



(くは)には至りがたし。此善悪(よしあし)の手代気質集て直に題
号とせり。善人(よきひと)は見て笑ひ悪(あし)き人は見て呵ら
ん。免し給へ。22)
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22) 長谷川強他編, 八文字屋全集 第11巻 , 汲古書院, 1996, p.49. , 
.
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(巨富) , 

. 

他国はさらなり、京江戸大坂三ヶ津に棟高き有徳人の町人、
根生の分限者ばかりにあらず。大かたは皆手代の宿ばいり、親
方の影にてそれぞれの商ひの道をおぼえ、家業に賢く挊出して
大身代と成り。（中略）いにしへの系図だていふ程其身の恥に
して、（中略）主取りの吟味してよい所へさへ奉公に出せば、
立身とばかり思ふは、愚なる事ぞかし。金銀持丸長者の家につ
かへても肝心の身を持った時、博奕色狂ひに覚もなき銀を費
し、( p.115.)
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3 3 , 4 3

, 5 1

. ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’

‘ ’ , “

. .(町人の氏系図は金銀
ぞかし。商ひの道に高下の位はなし。)”( p.92) , 

‘ ’ . 



‘ ’ ? 1 1

. 

古筆あふぎといふて売広めて、大分利を得たるを、(中略)町
人は知行は得ず、何商ひにて成り共、金銀もうくるが思案第
一。売人の人に増りて商ひせんと、油断なく挊(かせぐ)と、武
士の戦場に出て高名せんと心かくるが同じことにて、我は鑓の
家なれば、鑓より外はつかはぬとて、川向ひにひかへいる敵を
鑓がとどかぬとて見守りて計いるべきや。其時は鑓をすてて、
弓を以て射落し、手柄をするが侍の肝心。商人も其ごとく何で
成共金をもうけて、旦那へ奉るが手代の高名。( p.59.)　

, ( ) 

. . 

, 
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“ .” 
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(藤助)

, 

.23) (美濃屋)

, 

. (煎餅)

23) p.52. 何とぞよい主を取って一奉公し、末にて出世すべき心ざ
し。十二には発明過ておそろしかりき。
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武士は主君の御馬にて討死し名を揚げ、栄華を子孫に残せ
り。町人の手代、命こそは捨まじけれ。親方の身上潰るる時は
我世帯を打込て少分成り共主の役に立さふなものなれど、いか
ないかな身代しもつれし旦那の門は通りても、見向きさへせ
ず。却(かへつ)而主人をたわけものと嘲り謗る族(やから)世上に
多し。(中略)然れば忠にはあらで不忠の手代、御家を真実大事
に思はれなば、自今以後盃を手にとられまじ。( p.88.)
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“過ゆき給ふ信徳公へ不忠になれば、今日よりこなたを此家に
おきます事は決してならず。”( p.72.)

 

. 

(信徳) , 

(三七) . 

, 

. 



, 

‘ ’ .  

‘ ’

1 1 2 2 , 2 3

.

昔奥筋の武家につかへて三百石の身上、聊の仕損じあって御
暇出、妻子をつれて少しの所縁を便りに、（中略）名も武休と
改めける。世に住ば夢にも遊ぶ暇なく、万金丹合せて、けふを
くらしぬ。（中略）其後は丸腰に成って武士の顔付きもせず、
（中略）膏薬をねり出して是を売て、姿も心も町人になりぬ。
内儀も歴々の息女なりしが、むかしを捨て、朝夕の米をかし
き、( pp.76-77.) 

, 

, ( ) . 

, . ( ) 

, ( ) 

. , 

,   

. 

, “ ”, 

. “

.(町人に交たる子供なれば、武士は成るまじ。)”(

p.77.) . 
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‘ ’ 4 1, 2

. (与六兵衛) (軽庵)

. 

, 

. 

. 

. 

, 

. 

(薪屋) “ , 

(= ) , 

.(京に住む我等さへはや此心付きまするに、日本の大湊に住なが
ら、此気のつかぬは、ちと甘美（うま）ふはござります。)”(

p.107)

.25) “

24) p.81. 親かた自身廻らず手代任せに売しに出す商ひは其廻る手代
に得意がなじむ故、主人のままにもならぬ物なれば、手代に情深ふ目
をかけてつかはねば、必自立の思ひ立できる物也心得べしと。

25) 鈴木浩三, 江戸商人の経営 , 日本経済出版社, 2008, p.41. このうち大坂



. 

.(金銀すぐれてもうくる手代は算用合せてつかふ事に賢し。律儀
にかまへて始末過たる若い者は利を得る事に疎し。 )”(

p.107.) . 

, 

. 

.  

さりとはぬけめのない御家の白鼠と出入りの嚊が追従いふ
を、末の手代のまだ前髪の跡の青き奴が吹出し、(中略)此際の
払に金銭の相場一匁の手前にて一厘通り仕かけてやれば、百貫
目の払高では一貫目の徳なり。こんな事には気づかず、一年中
紙屑蝋燭の流れていんだとて何ほどの事があらふぞ。（中略）
若輩ものには一ト器量ある奴、番頭に仕立て見たら主人を長者
にするか、丸裸にするか、末での善悪は安部の清左衛門が占の
本ひかへても見へぬ事と、申し侍りき。( p.108.) 

, 

(

) , ( ) 

. 

. ( ) , 

, 

.  

, 

‘ ’ , , , 

は全国規模の集散市場として機能した。大名領を含む全国の生産地か
ら物資が集まり、それが大坂市場で価格付けをさせられた。

, 
.
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4 1, 2

. 150
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, , 

. .  

, , , 

‘ (義)’

. 3 1, 2

. 

(亀之助) , 

. 

(番頭) (太郎兵衛)

(三郎兵衛) . 

(次郎兵衛)

. 

, 

. 

. ‘ ’

, 

. 

其上後家の御身なればとて、もったいなくも御主人の奥がた



を、二人入かはりに、戯れをつくす事、法外とやいはん。不忠
不義の至り。（中略）口上書を認(したた)め次郎兵衛始め残る
八人の手代共、連判して、（中略）蔵々の金銀諸道具を取出
し、亀之助様を外の御家へうつし申、我々共後見して、別に商
ひを仕る存念に相きはめ候と詞をそろへ申ければ、( p.85.)

, . 

. ( ) 

8 , ( ) “
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ABSTRACT

The Study of Idea about Business and the Ethics of Edo Era 
through the Ukiyozoushi Seken Tedai Katagi

Koh, Young-Ran

This study is for understanding what is the significance and ethics of business 

in the Ukiyozoushi Seken Tedai Katagi written by Ezima Kiseki in Edo era. 

There were many merchants called Tedai in Seken Tedai Katagi, and they worked 

for their owners and the family(家). Tedai thought the business was not for 

themselves. Their attitudes seemed almost same as the loyalty of chivalry to the 

lord, so the merchants themselves thought business was not so different from 

the chivalry's conduct. Then the merchants thought business ethics were changeable, 

because the result of business was more important than the process of business. 

If the merchants earned the money by unethical conduct, the business could be 

eulogized by case, because the earning money was not for themselves but for 

the owner and the family ultimately. 

On the other hand, the business was also built up from trust, repute, etc. in 

Seken Tedai Katagi. So the business was not only the hylic conduct but also 

the mental conduct for the merchants, then the idea showed the business was 

not the social ills.

In the Edo era, the chivalry and the Confucianists thought the business was 

social ills, so the merchants should build up the significance and ethics of business 

by themselves. Seken Tedai Katagi was the one of the cultural conduct to build 

up the significance and ethics of business of merchants', as we could see them 

in the stories. 
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